
 

船舶インシデント調査報告書 

令和６年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和６年４月９日 ０４時３５分ごろ 

発生場所 明石海峡東部（兵庫県淡路
あ わ じ

市岩屋
い わ や

港東北東方沖） 

 岩屋港北防波堤西灯台から真方位０７８°２.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３６.０′ 東経１３５°０３.７′） 

インシデントの概要 貨物船第二十二照宝
てるほう

丸は、航行中、主機に燃料油の供給ができなく

なり、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和６年４月１５日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等  

 

貨物船 第二十二照宝丸、４９８トン 

１４１４４８、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、照

栄汽船有限会社（船舶管理人、Ａ社） 

ディーゼル機関、船内機、４サイクル、出力１,６１８kＷ、回転数

毎分２８０、６気筒、ボア３２０mm、使用燃料Ａ重油、平成２３年

１月機関製造、平成２３年３月進水 

 乗組員等に関する情報 船長、五級（航海） 

機関長、五級（機関）（機関限定） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北、風力 ５、視程 約１Ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか３人が乗り組み、空船の状態で兵庫県

東播磨
は り ま

港に入港する目的で大阪湾を約９ノット（kn）の速力（対地速

力、以下同じ。）で航行中、明石海峡航路東端の手前約０.５Ｍに到達

した頃、主機が何ら警報を発することなく突然停止した。 

機関当直中の機関士は、船橋で航海当直に当たっている船長及び航

海士に船内電話で現状を報告し、当直航海士が自室で就寝中の機関長

に主機が停止した旨を連絡した。 

船長は、ＶＨＦ無線電話を用いて海上保安庁大阪湾海上交通セン

ターに主機故障に伴い運転不自由船となった旨を通報するとともに、

Ａ社担当者に現状等を報告した。 

機関長は、機関室に入って当直機関士からの報告を受けた後、燃料

油のこし
．．

器などの点検を行ったところ、同こし器内の燃料油が乳化し

ており、主機燃料油供給系統に大量の水が浸入して主機が停止したこ

とを知った。 

機関長は、燃料油サービスタンク（以下「本件タンク」という。）



 

内の燃料油を別のタンクに排出した後に新油を移送するなどして燃料

油の交換を進めるとともに、主機燃料油供給系統内から可能な限り水

分排除（ドレン切り）を行い、何度も主機を始動しようとしたが始動

できず、自力での復旧を断念した。 

本船は、巡視艇が警戒監視を行う中、潮流（東南東流）及び強風に

より約１.２kn の速力で南東方に約２時間半圧流された後、岩屋港東

南東方沖６Ｍ付近で投錨し、Ａ社が手配した引船の到着を待った。 

本船は、投錨の約４時間後にえい
．．

航が開始され、阪神港神戸第１区

内の岸壁に到着し、乳化した燃料油を陸揚げし、主機燃料油供給系統

内から水分を完全に排除した後、主機が異常なく運転できることが確

認された。 

本船は、本件タンクの空気抜き管の端部を上部構造物（ハウス）の

船首側暴露甲板に導き、同端部には空気管頭が、空気管頭の周囲には

囲い壁（以下「オイルコーミング」という。）が、それぞれ装備され

ていた。 

本船は、本件タンクの空気抜き管からの油滴や油の飛沫
ひ ま つ

などによる

油濁を防止する目的でオイルコーミングを装備しており、壁面の底部

には暴露甲板等に用いるスカッパープラグと同型のプラグ（以下「本

件プラグ」という。）が備えられた排水口があり、オイルコーミング

内に雨水が溜
た

まれば排出できる様にしていた。（図１参照） 

 

図１ 満水状態のオイルコーミング及び本件プラグ（イメージ） 

機関長は、本インシデント後、本件プラグが締め込まれ（閉鎖状

態）、オイルコーミング内が雨水で満水となっている状態を見て、上

部構造物船首側壁面に降り注いだ雨水の一部がオイルコーミング内に

流入して満水状態となり、空気管頭が水没するとともに、雨水が配管

内を逆流して本件タンク内に流入していたことを認めた。 

機関長は、ふだん、機関部乗組員が補油時に本件プラグを締め込ん

で閉鎖しているほか、甲板部乗組員がバラストタンクへ海水を入れる

作業時にも本件プラグを開閉しているので、いずれかの作業後に本件



 

プラグを開け忘れたものと、本インシデント後に考えた。 

本船は、本件プラグの取扱者が明確に定まっておらず、暴露甲板の

見回り中にオイルコーミング内に雨水が溜まっていることに気付いた

者が、本件プラグを外して排出していた。 

気象庁は、低気圧が発達しながら紀伊半島上を毎時約６５km の速

力で北東進することを予測し、９日０１時５６分大阪湾を取り囲む市

町村の多くに大雨注意報を発表していた。また、船長及び機関長によ

れば、大阪湾内を北上中、船上では大雨が降っていた。 

分析 本船は、乗組員が本件プラグが閉鎖されていることに気付かずに航

行を続ける中、明石海峡航路の東端付近において、オイルコーミング

内が満水状態となって空気管頭が水没したことから、水が空気抜き配

管内を逆流して本件タンク内に流入した後に主機燃料油供給系統内に

浸入し、主機に燃料油を十分に供給することができなくなり、運航不

能となったものと考えられる。 

本船は、本件プラグが閉鎖された状態で大雨が降る海域を航行して

いたことから、上部構造物船首側壁面に降り注いだ雨水の一部がオイ

ルコーミング内に流入して満水となった可能性があると考えられる。 

本船は、本件プラグの取扱者が明確に定められていなかったことか

ら、大雨が降る前に本件プラグを取り外し、オイルコーミング内に雨

水の滞留を防ぐことができなかった可能性があると考えられる。 

原因 本インシデントは、乗組員が本件プラグが閉鎖されていることに気

付かずに航行を続ける中、明石海峡航路の東端付近において、オイル

コーミング内が満水状態となって空気管頭が水没したため、水が空気

抜き配管内を逆流して本件タンク内に流入した後、主機燃料油供給系

統内に浸入したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・一般貨物船の船長は、油濁防止の観点から機関部乗組員をオイル

コーミングに付属するプラグの取扱担当と定めることが望まし

く、燃料油タンク等のオイルコーミング内の状態を常に把握さ

せ、雨水等の滞留を放置させないように指導すること。 

・オイルコーミングに付属するプラグを扱う者は、大雨が降る海域

を航行することが予想される際、油の移送等の油濁事故につなが

るおそれのある作業を行わない前提で、オイルコーミング内の残

留油分を掃除した後にプラグを取り外しておくことが望ましい。 

・船舶建造会社は、油タンクの空気管頭の位置をオイルコーミング

上端より十分に高くするなどし、雨水がオイルコーミング内で満

水となっても油タンク内に逆流しない仕様（構造）とすることが

望ましい。（写真１参照） 



 

 

写真１ 空気管頭の高さを考慮した艤
ぎ

装例 

 


